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   令和８年度上山市空き店舗等リノベーション支援事業補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、空き店舗及び空き家の有効活用を図り、賑わい創出と地域の活性

化を推進するため、空き店舗又は空き家（以下「空き店舗等」という。）を改修して

活用する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、上山市補助金等の

交付並びに適正化に関する規則（昭和３７年規則第１１号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「改修費」とは、店舗の内装工事、外装工事、補強工事、給

排水工事（給水負担金、水道負担金は除く。）、電気・ガス工事、サイン工事、設計

費若しくはこれらに附帯する工事・労務・廃材等処分又は１０万円以上の備品類に係

る費用とする。 

２ この要綱において「空き店舗」とは、過去に商業の用に供され営業していた実績が

あり、補助金交付申請時において３月以上営業が行われていない店舗又はビル等のテ

ナントスペースとする。 

３ この要綱において「空き家」とは、事業、貸付け及び居住を目的とした使用がなさ

れていない建築物（新築後に当該建築物での居住の実態が全くないもの及び賃貸用の

ものを除く。）並びに附属建築物とする。 

４ この要綱において「都市機能誘導区域」とは、上山市立地適正化計画における都市

機能誘導区域とする。 

 （補助対象事業） 

第３条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次に掲げるとお

りとする。 

（１） 空き店舗等を活用して店舗等を出店するための改修事業 

（２） 空き店舗等を活用してまちなかの活性化に資する事業を行う事務所等を設置す

るための改修事業 

 （補助対象者、補助対象要件、補助対象経費、補助金額等） 

第４条 補助対象者、補助対象要件、補助対象経費及び補助金額については、次に掲げ



るとおりとする。ただし、補助金額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これ

を切り捨てる。 

（１） 前条第１号に定める補助対象事業に係る補助対象者、補助対象要件、補助対象

経費及び補助金額は、別表第１のとおりとする。 

（２） 前条第２号に定める補助対象事業に係る補助対象者、補助対象要件、補助対象

経費及び補助金額は、別表第２のとおりとする。 

（補助金交付申請） 

第５条 前条に定める改修に係る補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金

交付申請書（改修）（様式第１号）に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなけれ

ばならない。 

（１） 事業計画書（様式第２号） 

（２） 収支予算書（様式第３号） 

（３） 誓約書（様式第４号） 

（４） 位置図（補助事業実施場所を示したもの） 

（５） 改修等に係る見積書、設計図、現況写真等 

（６） 個人にあっては住民票、法人にあっては登記事項証明書 

（７） 市税の未納がない証明書 

（８） 法人の場合は、法人名義（片仮名名義及び口座番号が記載された箇所）の口座

通帳の写し 

（９） 個人事業者の場合は、官公所署が発行した顔写真付の本人確認書類及び申

請者本人の口座通帳（片仮名名義及び口座番号が記載された箇所）の写し 

（１０） その他市長が必要と認めるもの 

２ 前条に定める賃借料に係る補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金

交付申請書（賃借料）（様式第５号）に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しな

ければならない。 

（１） 収支予算書（様式第３号） 

（２） 住民票 

（３） 市税の未納がない証明書 

（４） 賃貸借契約書の写し 

（５） 官公所署が発行した顔写真付の本人確認書類及び申請者本人の口座通帳（片仮 

名名義及び口座番号が記載された箇所）の写し 

（補助金変更交付申請） 

第６条 規則第９条第１項第２号に定める軽微な変更とは、事業期間の変更及び事業費

の２０パーセント以内の増減の変更をいう。 

２ 補助金交付申請者は、規則第９条第１項の規定により、市長の承認を受けようとす

るときは、事業計画変更等承認申請書（様式第６号）を市長に提出しなければならな

い。 



（実績報告書） 

第７条 補助金交付の決定を受けた補助金交付申請者（以下「補助金交付決定事業者」

という。）は、改修に係る補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書（改修）

（様式第７号）に次に掲げる書類を添付し、補助事業の完了後１５日を経過する日又

は令和９年４月１０日のいずれか早い日まで市長に提出しなければならない。 

（１） 事業実績書（様式第２号） 

（２） 収支決算書（様式第３号） 

（３） 改修工事に係る設計図及び工事完成写真（設計図について申請時と同様の場合 

不要） 

（４） 発注書（控）又は契約書若しくは請求書の写し 

（５） 改修費に係る振込みを証する書類、通帳又は領収書（口座振替が不可能だった

場合に限る。）のいずれかの写し 

（６） 営業に必要な許可証等の写し 

（７） その他市長が必要と認めるもの 

２ 補助金交付決定事業者は、第４条に係る店舗賃借料の支払いをしたときは、３月末

までに、補助事業実績報告書（賃借料）（様式第８号）に必要な書類を添付し、市長

に提出しなければならない。 

３ 補助金交付決定事業者は、事業を開始したときは、事業開始後１５日を経過する日

までに事業開始の日届出書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の概算払） 

第８条 市長は、必要と認めたときは、補助金の概算払をすることができる。 

２ 補助金交付決定事業者は、概算払を受けようするときは、補助金概算払請求書（様

式第１０号）を市長に提出しなければならない。 

 （補助金の交付） 

第９条 市長は、第７条の規定による実績報告書の提出があった場合には、適正である

と認めたときは、補助金を交付するものとする。 

（財産処分の制限） 

第１０条 規則第２３条第２号に規定する市長が指定する財産は、取得価格が１０万円

以上の機械及び器具とし、同条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資

産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）別表第１によるものと

する。 

２ 補助金交付決定事業者は、取得財産等の処分を行う場合は、あらかじめ市長の承認

を受けなければならない。 

３ 市長は、当該取得財産等が第１項に定める期間を経過している場合を除き、補助金

交付決定事業者が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、その収入の

全部又は一部を納付させることができる。 

（補助金の返還） 



第１１条 市長は、補助金交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交

付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（１） 第４条各号に掲げる要件を欠くこととなったとき。 

（２） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（３） 事業開始の日から３年以内に事業を中止又は廃止したとき。 

（４） 市内に既に店舗を有している場合、空き店舗等を活用して出店した後、３年以

内に既存店舗を閉店したとき。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、不適当と認められる事実があったとき。 

（帳簿等の備付等） 

第１２条 補助金交付決定事業者は、補助事業に係る関係書類を当該補助事業終了年度

の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  



別表第１（第４条関係） 

補助対象事業 空き店舗等を活用して店舗等を出店するための改修事業 

補助対象者 
本表に掲げる補助要件を全て満たす者であって、いずれかの業種

の事業を行う者 

補助要件 

次のすべてに該当するものとする。 

（１） 道路に面した空き店舗等を改修するものであること。（テ

ナントビル等の空きスペースを改修して出店する場合は、当

該テナントビルが道路に面していること。） 

（２） 週４日以上営業し、営業時間が１日４時間以上であるこ

と。 

（３） 空き店舗等の所在する商店街団体等の構成員として承認を

受け、その活動に参加すること。ただし、商店街団体等が組

織されていない区域は、上山市商工会に加入すること。 

（４） 第５条の交付申請を行う前に事業計画書（様式第２号）及

び収支予算書（様式第３号）に関し、上山市商工会の経営指

導を受け承認を得るとともに出店後１年間は毎月経営指導を

受けること。 

（５） 市内の店舗移転でないこと。 

（６） 市内に既に店舗を有している場合、空き店舗等を活用して

出店した後、３年以内に既存店舗を閉店しないこと。 

（７） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 

２３年法律第１２２号）第２条に規定する営業でないこと。 

（８） フランチャイズ加盟小売店又は大規模小売店舗立地法（平

成１０年法律第９１号）に規定する大規模小売店舗でないこ

と。 

（９） 市税等の滞納がないこと。 

（１０） 同一箇所（同じ建物であっても、同一箇所でない場合は

除く。）の建築等において国、県、市その他の団体等が実

施する他の制度による補助等を受けていないこと及び申請

年度においてこの要綱による補助金の交付を受けていない

こと。 

（１１） 出店後３年以上事業を継続すること。 

業種区分（日

本標準産業分

類による） 

小売業 

大分類Ｉの中分類５６（各種商品小売業）、５７

（織物・衣類・身の回り品小売業）、５８（飲食料

品小売業）、５９（機械器具小売業）又は６０（そ

の他の小売業）に属するもの 

飲食サービス

業 

大分類Ｍの中分類７６（飲食店）又は７７（持ち

帰り・配達飲食サービス業）に属するもの（７６６

（バー、キャバレー、ナイトクラブ）を除く。） 

サービス業及

び娯楽業 

大分類Ｎの中分類７８（洗濯・理容・美容・浴場

業）、７９（その他の生活関連サービス業）又は  

８０（娯楽業）に属するもの 

その他 上記に属するもののほか、特に市長が認めたもの 



補助対象経費 

新規出店のための改修費及び店舗等賃借料。ただし、賃借料は、

令和７年度上山市空き店舗等リノベーション支援事業補助金交付要

綱により補助を受けた者のみを対象とする。 

補助金額 

場所 補助対象経費 補助金の額 

都市機能 

誘導区域内 

改修費 
補助対象経費の２分の１以下の額又は

１５０万円のいずれか低い額 

賃借料 

店舗等賃借料（敷金、礼金、保証金、

管理費、共益費等を除く。）の２分の

１以下の額。ただし、月額５万円を上

限とし、４月間以内 

都市機能 

誘導区域外 
改修費 

補助対象経費の２分の１以下の額又

は１００万円のいずれか低い額 

 



別表第２（第４条関係） 

補助対象事業 
空き店舗等を活用してまちなかの活性化に資する事業を行う事務

所等を設置するための改修事業 

補助対象者 本表に掲げる補助要件を全て満たす者 

補助要件 

次のすべてに該当するものとする。 

（１） 道路に面した空き店舗等を活用してまちなかの活性化に資

する事業（市長が特に認めたものに限る。）を行う事務所等

の整備であること。（テナントビル等の空きスペースを活用

して整備する場合は、当該テナントビルが道路に面している

こと。） 

（２） 週４日以上営業し、営業時間が１日４時間以上であるこ

と。 

（３） 市内での移転でないこと。 

（４） 市内に既に事務所等を有している場合、空き店舗等を活用

して設置した後、３年以内に既存の事務所等を閉めないこ

と。 

（５） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条

に規定する営業でないこと。 

（６） 市税等の滞納がないこと。 

（７） 同一箇所（同じ建物であっても、同一箇所でない場合は除

く。）の建築等において国、県、市その他の団体等が実施す

る他の制度による補助等を受けていないこと及び申請年度に

おいてこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。 

（８） 事務所等を設置した後、３年以上事業を継続すること。 

補助対象経費 事務所等設置のための改修費 

補助金額 

場所 補助金の額 

都市機能 

誘導区域内 

改修費の２分の１以下の額又は１５０万円のいずれか

低い額 

都市機能 

誘導区域外 

改修費の２分の１以下の額又は１００万円のいずれか

低い額 

 

 

 

 


